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○京都府立大学新自然史科学創生センター規程 

（令和３年京都府立大学規程第４号） 

（趣旨） 

第１条 この規程は、京都府立大学学則（平成20年京都府立大学規程第１号。以

下「学則」という。）第10条の規定により、新自然史科学創生センター（以下

「センター」という。）の運営等に関し必要な事項を定めるものとする。 

（目的） 

第２条 センターは、新たな自然史科学の創生を担う人材の育成、自然科学に基

づく生物多様性とその創出機構及び生態環境に関する研究の推進と研究成果の

府民への還元等を行うことにより、生物多様性の解明や生態環境の保全に寄与

することを目的とする。 

（所掌事項） 

第３条 センターは、次の各号に掲げる事項を所掌する。 

(1)   新自然史科学の創生及び研究に関すること。 

(2) 生物多様性とその創出機構及び生態環境に係る研究に関すること。 

(3)  新自然史科学、生物多様性とその創出機構及び生態環境に関する教育

（以下「新自然史科学教育」という。）の実施に関すること。 

(4) 新自然史科学教育に係るＦＤ活動、生物多様性とその創出機構及び生態

環境に係る研究の自己点検・評価活動の実施に関すること。 

 (5) 新自然史科学、生物多様性とその創出機構及び生態環境に係る研究成果

の府民等への還元に関すること。 

 (6) その他センターの設置目的を達成するために必要な事項 

（組織） 

第４条 学則第14条の規定により、センターに新自然史科学創生センター長（以

下「センター長」という。）を置き、学長が指名する。 

２ センターに副センター長を置き、センター長の指名により学長が任命する。 

３ センターは、第１項及び第２項に定める者のほか、文学部、公共政策学部、

農学食科学部和食文化科学科及び生命環境科学研究科から選出された教員（以

下「学部選出教員」という。）によって構成する。 

４ 前項の学部選出教員は、所属学部又は研究科の長の内申に基づき、学長が任

命する。 

５ 第１項から第３項に定める者のほか、センター長は、学長の了承を得て、セ

ンターに特任教員（学則第16条に規定する者）、客員教員（学則第17条に規定

する者）、研究補助員（京都府公立大学法人有期雇用教職員就業規則（平成20

年京都府公立大学法人規則第4号）別表第１に研究補助員として規定する者）
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（以下「特任教員等）という。）、共同研究員（京都府立大学共同研究員受入

規程（平成20年京都府立大学規程第61号）に規定する者）及びその他必要と認

めた者を受け入れることができる。 

（任期） 

第５条 センター長、副センター長及び学部選出教員の任期は、２年とする。た

だし、再任を妨げない。 

２ 補欠の者の任期は、前任者の残任期間とする。 

（センター長） 

第６条 センター長は、センターの業務を総括する。 

（副センター長） 

第７条 副センター長はセンター長を補佐し、センター長に事故があるときは、

その職務を代行する。 

（運営委員会） 

第８条 センターの運営及び所掌事項について企画・実施するため、センターに運

営委員会を置き、次に掲げる者をもって組織する。 

(1) センター長 

(2) 副センター長 

(3) 学部選出教員の中からセンター長の指名により学長が任命した者 

(4) その他センター長が必要と認めた者 

２ センター長は、運営委員会を招集し、その議長となる。 

３ センター長は、必要と認めるときは、委員以外の者を会議に参加させ、意見を

聴くことができる。 

４ 運営委員会は、第４条第６項に定める特任教員等の選考及び共同研究員の受入

審議を行う。 

５ 運営会議の運営に関し必要な事項は、センター長が別に定める。 

（部会） 

第９条 センターに、必要に応じて部会を置くことができる。 

２ 部会の組織及び運営に関し必要な事項は、センター長が定める。 

（事務局） 

第10条 センターの事務は、関連する部局等の協力を得て企画・地域連携課が処

理する。 

（その他） 

第11条 この規程に定めるもののほか、センターの運営等に関し必要な事項は、

センター長が別に定める。 

附 則 

 この規程は、令和３年４月１日から施行する。 
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附 則 

 この規程は、令和３年12月24日から施行する。 

附 則 

 この規程は、令和６年４月１日から施行する。 

 


